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国内飼養豚におけるA 型インフルエンザウイルスの 

保有状況に関するサーベイランスの実施について 

 

このことについて、平成23 年９月７日付け23消安第3099 号をもって、農林水産省

消費・安全局動物衛生課長から別添写しのとおり通知があったので、貴会関係者に周知

方お願いします。 

このたびの通知の内容は、①厚生労働省から平成21年に流行したインフルエンザ（Ａ

/Ｈ１Ｎ１）については、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（平

成10年法律第114号）第６条第７項に規定する新型インフルエンザ等感染症と認められ

なくなった旨の公表がなされたことに伴い、農林水産省では、国内で飼養されている豚

におけるＡ型インフルエンザウイルスの保有状況に関するサーベイランスの実施に関す

る事項を別添のとおり定めたので、都道府県畜産主務部長に対して、これに沿って適切

に対応を求めたこと、②本通知の施行に伴い、平成 21 年５月１日付け 21 消安第 1033

号農林水産省消費・安全局動物衛生課長通知「国内で飼育されている豚の豚インフルエ

ンザ検査の実施について」及び平成21年10月１日付け21消安第6800号農林水産省消

費・安全局動物衛生課長通知「国内で飼養されている豚の豚インフルエンザ検査に関す

る対応について」を廃止する旨を、各都道府県畜産主務部長宛て通知したので、調査の

重要性を十分に理解の上、本会会員への周知とともに円滑な調査の実施につき協力方求

められたものです。関係会員への周知方、よろしくお願いいたします。 
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